


















































プロジェクト名:  期間: 2005 年～2008 年 Ver. No. 1 
対象地域: 東部黒海沿岸地域（5 県） ターゲットグループ: 農民・女性 作成日：2005 年 3 月 24 日 
 

プロジェクトの要約 指標 指標入手手段 外部条件 
上位目標 
農民の生活が向上する。 

   

プロジェクト目標 
生産物の多様化を通じて、農民の所得向上がする。 

モデル地区の農民の所得 MARA が、プロジェクト終了後も、

プロジェクトで確立された研修体制

を維持する。 

成果 
1. 農業生産に、適切な技術が導入される。 
2. 収入源が拡大・多様化される。 

2-1 小規模酪農が、改善・普及される。 
2-2 小規模養蜂が、改善・普及される。 
2-3 小規模農産物加工が、改善・普及される。 
2-4 小規模養鶏が、改善・普及される。 
2-5 手工芸品の生産体制が、改善・普及される。 

3. 農民が、生産物を適正価格で販売できるようになる。 

以下の指標は、モデル地区内での指標とする。 
1-1 単位当たり収量、 作付け率、堆肥を導入した農家数 
2-1 適切な小規模酪農技術を導入した農家数 
2-2 適切な小規模養蜂技術を導入した農家数 
2-3 適切な小規模農産物加工技術を導入した農家数 
2-4 適切な小規模養鶏技術を導入した農家数 
2-5 手工芸品生産を開始した女性の数 
3-1 設立されたマーケティング団体・生産者団体の数 
3-2 純利益：［（販売価格）－（投入コスト）］＞0 

- プロジェクト報告

書 
- 統計庁および国家

計画庁が発効する

統計データ  

 活動 
1-1 農業生産に関する研修を普及員に対して実施する。 
1-2 農業生産に関する研修を農民に対して実施する。 
1-3 研修マニュアルを作成する。 
1-4 モデル地区以外の農民に対して、スタディツアーを実施する。 
2-1 収入源拡大・多様化のための研修を普及員に対して実施する。 
  2-1-1 小規模酪農研修 
  2-2-1 小規模養蜂研修 
  2-3-1 小規模農産物加工研修 
  2-4-1 小規模養鶏研修 
  2-5-1 手工芸品研修 
2-2 収入源拡大・多様化のための研修を農民に対して実施する。 
   （研修テーマは、2-1 と同様） 
2-3 研修マニュアルを作成する。 
2-4 モデル地区以外の農民に対して、スタディツアーを実施する。 
3-1 マーケティング組織・生産者団体を設立（組織化）する。 
3-2 マーケティング研修を実施する。 
4-1 プロジェクト開始時に、モデル地区内でデータ収集を行う。 
5-1 プロジェクト期間中、各活動のモニタリングを行う。 

投入 
 
日本 
- 長期専門家：2 名 
- 短期専門家 
- プロジェクトに必要な資機材 
- カウンターパートの本邦研修受入 
  
 
トルコ 
- カウンターパート 
- プロジェクト事務室 
- モデル地区 
- プロジェクト事務室とモデル地区における管理費 
- 車輌 
 
 

前提条件 
1. モデル地区が選定され、住民の

合意が得られる。 
2. 農業開発センターに対して、資

金配分・人材配置が適切に行わ

れる。 
3. 農業開発センターの公的組織上

の枠組み（役割）が、明確にさ

れる。 
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カウンターパート機関に関する詳細情報  

 

１．所轄と事業概要 

本プロジェクトの主体であり、農業生産、農民支援の主たる実施機関は農業農村

発省の中の Major Service Unit に所属する以下の 4 組織中の農業生産開発局である

業生産開発局は、作物・家畜生産などのプロジェクト計画・実施及び農民支援に直

携わる機関である。農業生産開発局は総局長の下、351 名が配属されている。  

 農業生産開発局（G. D. of Agricultural Production & Development、TUGEM）

 防除管理局（G. D. of Protection and Control、KKGM）  
 組織化支援局（G. D. of Organization and Support、TEDGEM）  
 農業研究局（G. D. of Agriculture Research、TAGEM）  

各機関の主な活動内容を以下に示した。  

表 1 農業農村開発省の農業生産、農民支援に関わる行政組織と活動内容  
農業生産  
開発局  

G.D. of 
Agricultural 

Production & 
Development 
（TUGEM）  

 総合的、個別的な農業開発や地域開発プロジェクトの計画及び各県農業

を通じてプロジェクト実施や評価のための必要な処置を行う。  
 農業資源の最適利用、生産性向上、作物多様性及び品質向上技術のプロ

ェクトへの応用を行う。また、施設の設置を省へ申請し、そのための技

支援の提供や施設建設のための必要な支援を行う。  
 必要に応じ農民や農業組織のために種子、肥料、機材、車両など必要な

機材の調達、配置を確実にするための支援を行う。  
 必要に応じ県組織に必要な機械、道具、車両などを提供する。  

防除管理局  

G.D. of 
Protection and 

Control（KKGM） 

 自然災害による被災した農民の生産を保障する。  
 植物防除のための環境に優しい代替手法を開発する。  
 家畜衛生の保護及び維持を促進する。また、家畜の鑑定や登録システム

構築する。  
 生産物の健全なマーケットや適切な輸送方法を構築する。  
 新しい漁場の提供、海産物の資源確保を行う。  
 環境劣化に対する対策を行う。  
 品質管理システムを構築する。  

組織化  
支援局  

G.D.  of 
Organization and 

Support 
 (TEDGEM) 

 潅漑、土壌保全、作物生産、家畜などの組合組織化の設立原理を確認す

また、組織間のパートナーシップを構築する。  
 組合活動を発展させる。組合設立の許可を出す。また、これら組合の技

的、資金的 .支援を行う。  
 手工芸品の開発・普及・推進及び生産物の販売による村落での雇用機会

開発する。  
 組合活動開発のための研究、プログラム、計画、文書化、トレーニング

ど全ての活動を行う。  
 国家教育省を協力し、トレーニングプログラム、モデル農家の活動紹介

新しい授業の開設などを通して有益な農業情報を広報する。  
 農業生産物販売、組織化、生産者管理の訓練や研究を行う。  
 国内や国外の農民組織、会議所、訓練教育機関、法人および同様なサー

スを提供する組織のための支援、調整の支援を行う。  

農業研究局  

G.D.  of 
Agriculture 

Research  
（TAGEM）  

 農業、畜産、漁業、食品加工の開発に関する各種研究活動を実施する。

 研究機関間の研究活動の調整、管理を行う。  
 以下に示す研究活動を実施する。  

- 園芸研究  
- 作物保護研究  
- 畑作物研究  
- 家畜、漁業研究  
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- 家畜衛生研究  
- 食糧・食品研究  

出典：MARA 

 

２．組織体制 

(1) 中央組織  

トルコの農業・農村開発を所管する農業農村開発省（MARA）は、大きく大臣

の下に大きく 6 つのサービスユニットに分かれている。このうち農民支援の直接

的な実施機関として、Major Service Unit が設置されている。  

大臣

個人保護事務局 査察委員会本局

広報調整事務局 海外農業貿易査察員

大臣諮問事務局

次官
最高査察局

次官補

付属機関

農業生産開発局 (TUGEM) 人事局 土壌生産局 研究・計画、調整理事本局 農業改革局

ﾒｲｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽﾕﾆｯﾄ 支援サービスユニット 関連組織
査察・相談ユニット

 (APKKB)

トルコ農業信用組合 農村サービス局

県農業局

防除管理局(KKGM) 経理管理局 農業事業企業局 法規調整ユニット アタチュルク森林農地局 県管轄実験所

海外交渉・EU調整局 生産ステーション

研究機関

農業検疫局

農業研究局(TAGEM) 擁護書記本局 茶公社 郡事務所

組織化支援局 (TEDGEM) 普及部本局

 

                    図 1 農業農村開発省組織図             出典：MARA 

以下に Major Service Unit 内の機関の組織図を示す。  

1) 農業生産開発局（TUGEM）  

養鶏・小動物部

局長

放牧地、飼料生産
地、飼料作物部

調整・評価部 農地評価部 漁業部 植物養分、機械化、
ｴﾈﾙｷﾞｰ部

代替農業生産部

フィジビリティー・
プロジェクト部

作物生産部 種子生産部 牛・羊家畜部

経理・事務局

副局長 副局長 副局長 副局長 副局長

 
                   図 2 農業生産開発局組織図               出典：MARA 

 
このうち、農業生産開発局内には 11 の部があるが、プロジェクトの計画・立
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案にあたる部署についてフィジビリティースタディー・プロジェクト部が担当

している。  
 

2) 組織化支援局（TEDGEM）  

普及部
プログラム／
プロジェクト部

支援部
実施・技術
コントロール部

地域・女性
開発部

訓練部 調整・評価部 組織部 手芸部 生産・販売部

プログラミング課
プログラミング／
予算課

評価課 実施課 研究計画課 学校課 調整・評価課
フィジビリティー
実施課

訓練センター 統計課

普及実施課
フィジビリティー

課
支援課

技術コントロー
ル課

訓練実施課 警備課 情報システム課 組織・調整課 研究・評価課 生産課

普及資材課
プロジェクト適応

課
待遇、職業、
支給課

評価課 評価課 生産保持課 経理・業務課 境界域調整課 村見学課 販売課

副局長 副局長

局長

監査部

副局長 副局長 副局長

 
                     図 3 組織化支援局組織図             出典：MARA 

 

3) 農業研究局（TAGEM）  

副局長 副局長

園芸研究部 植物健全研究部 畑作物研究部
家畜・水産研究

局
家畜衛生研究局

食糧・作物研究
部

研究管理部 調整・支援部

果樹成長研究課 害虫研究課
穀物・豆類研究

課
牛・羊研究課

牛・羊類衛生研
究課

野菜食糧研究課 能力改善課 調整課

野菜成長研究課 病害研究課 工芸作物研究課 家禽類研究課
家禽類衛生研究

課
動物食糧研究課

情報システム・文
書課

資金・プログラム
課

観葉植物研究課
農薬・防疫資材
研究課

放牧地、飼料生
産地、飼料研究

課
水産研究課 水産衛生研究課 飼料研究課

プロジェクト調整
課

支援・供給課

局長

副局長 副局長 副局長

 

                      図 4 農業研究局組織図              出典：MARA 

 

(2) 各県レベルにおける農業局の組織  

トルコ国では、各県に農業局が設置されている。農民への支援の実質はこの県

レベルにおける農業局が担当している。図 5 にその組織図を示したが、県農業局

長の下に、6 つの技術部局が設置され、また各郡（District）に郡事務所を置いて

いる。県農業局長は県農業局の管理・運営についての責任を統括しているが、技

術的内容については、各技術部局は農業農村開発省本局のメイジャーサービスユ

ニット内の関連部局から直接指導を受ける。  
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防除管理局

(KKGM)
県農業局長

県農業副局長

外局

経理・事務部

1) 農業防疫
2) 県管轄試験所

プロジェクト
統計部

植物保護部 家畜衛生部 農民訓練普及部

(TUGEM) (KKGM) (KKGM) (TEDGEM, TUGEM)

郡事務所

規制部 支援部

(KKGM) (TEDGEM)

 
                         出典：トラブゾン県農業局（ 2005 年）             

図 5 県農業局組織図   

 

県農業局の各技術部局の活動内容を以下に示す。  

表 2 県農業局各部の主な活動  

プロジェクト  

統計部  

Project and 
Statistics 
Division 

（TUGEM）  

 作付け、収量生産量及び生態系に適した作物に関する予測を行う。  
 作物生産、家畜飼育、水産業に関する統計情報の収集・評価を行う。  
 作物生産、家畜飼育、水産業に関する生産力を確認する。  
 生産投入コストの分析を行う。  
 作物生産、家畜飼育、水産業における生産ポテンシャルに適した開発計

画を作成する。  
 省により許可された総合的・個別的な評価、販売手段、地域開発計画を

実施する。  
 プロジェクトをベースとした事業のクレジットや技術支援要求度の評価

を行う。  
 適切なプロジェクトや農地開発計画を作成する。  
 郡事務所への種子、肥料、機材、家畜繁殖、養魚のための卵、ミツバチ

の巣など投入必要物の配布計画を作成する。  

植物保護部  
Plant 

Protection 
Division 

（KKGM）  

 病気、害虫、野生植物の同定を行う。  
 対処計画の作成、承認プログラムの実施を行う。  
 植物保護、関連する防疫のサービスを提供する。  
 法的消毒及び試薬販売者の管理、監視を行う。  
 農民によって行われる活動をモニター・管理し、植物保護の分野を提供

する。  

家畜衛生部  
Animal Health 

Division 
（KKGM）  

 家畜保護及び管理の法律の基準に従い家畜の健康保持及び処理を行う。

 家畜疾病及び家畜生産における病気を避けるための県レベルの計画、プ

ログラム、プロジェクトを実施する。  
 家畜疾病や寄生虫に対する対処サービスを実施する。  
 家畜衛生や保護の為の生物学的科学的資材、予防接種、血清、薬などを

確認し、提供を行う。  
 家畜の移動を監視・管理する。  

農民訓練  
普及部  

Farmers’ 
Training and 

Extension 
Division 

（TEDGEM/ 
  TUGEM）  

 農民へ新しい農業技術情報を伝達する。  
 研究や試験に必要な問題や事項を関連研究センターへ伝達する。  
 研究・試験で出された実証結果について農民へ提言する。  
 県レベルの普及プログラムを作成する。  
 問題解決のための農家レベルで行われる試験や実証の計画を研究・試験

機関の協力を得て実施する。  
 研究・試験機関の協力を得て、潅漑のために開かれた土地で潅漑農業技

術を普及や訓練を行う。  
 農民の子供、成年を対象にモデル農民活動を訓練するために省により作
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成された計画を実施する。また、家計についての訓練を女性農民や若い

女性を対象に実施する。  

支援部  
Support 
Division  

（TEDGEM）  

 研究やプロジェクトの作成、資金援助の提供などを通し農民組織化、共

同作業を促進する。  
 組合、農家家族事業、農民共同経営などの農業組織のための貸付金の運

用、支払いの配分を支援する。  
 貸付金や資金の適正かつ期限を守る利用方を支援する。また、貸付金返

還、投資実施の監督・管理を支援する。  
 農民へ種子、肥料、機材、家畜繁殖、養魚のための卵、ミツバチの巣な

ど投入資材を提供する。  
 手工芸の開発、普及、促進及び農民の雇用機会創出のため生産物販売の

ための対策を取る。  
 農民生産物の加工、販売を行う農民組織の形成を支援、指導する。  
 農民組織の全体集会に責任者として参加する。  
 自然災害被災者を支援する  

規制部  
Control 
Division 

（KKGM）  

 技術的及び衛生学的見地から認可飼料製造工場を管理する。  
 基準に従い食糧・飼料製造業者の生産物の適正を監視する。  
 公共及び私的家畜屠殺業者、総合的な肉加工工場を管理する。  
 繁殖家畜の健康や不健康な家畜の去勢を管理する。  
 漁業法に関する禁制、管理事業を実施する。  
 種子を管理する。  

郡事務所  
District Offices 

 
 

 郡レベルの農民のための開発、収入向上及び生活改善のためのプログラ

ムやプロジェクトに必要な情報を集める。  
 プログラムやプロジェクトの関連部門の実施、評価を行う。  
 農民訓練のための普及プログラムの作成、実施を行う。  
 上部組織で作成された担当モデル栽培のための開発計画の達成を支援す

る。  
 作物生産、家畜飼育、漁業に関する貸付金、農業資機材の全ての必要性

を確認する。  
 家畜衛生、植物における病気、虫、害虫を管理する。  
 上部組織から与えられたフォームに従い農業統計をまとめる。  
 郡レベルのプログラムやプロジェクトに従い資金提案書を作成する。  

出典：トラブゾン県農業局（ 2005 年）  

東部黒海沿岸地域の県農業局の技術スタッフは合計 1,083 名である。このうち、

2005 年の情報において、トラブゾン県の場合、17 の郡事務所と県農業局の技術者

で農民支援を行っている。技術者 103 名（郡事務所長を含む）、アシスタント 76

名のスタッフを擁している。  

 

表 3 トラブゾン農業局における人員配置状況（Total：319 人）  
2005 年 3 月現在  

役職  県本局  郡  役職  県本局  郡  
局長    1*1 - 獣医   11*1  10*1 
副局長  2 - 獣医助手    3*2  10*2 
部長  7 - 家庭経済専門家助手  14*2   8*2 
郡所長  -  17*1 助手   17*2  24*2 
技師  50*1 13*1 事務部門職員  43 19   
化学者    1*1 0 労働者  44   25   
合計  193 126    
出典：トラブゾン県農業局（ 2005 年）  
注：＊ 1 は技術者（計 103 名）。＊ 2 はアシスタント（計 76 名）  
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(3) 支援研究機関の状況  

本プロジェクトでは農民支援の分野が多岐にわたると考えられる。そのため、

研究機関などからの技術支援は必須となっている。以下に、関連する研究機関の

組織・活動内容の概要を示す。  

表 4  支援研究機関の状況  
 ヘーゼルナッツ研究所 リゼ茶・園芸研究所  養蜂研究所  
組織構  
成員  

所長：1、副所長：1、
技術職員：10、労働者
：31（計 52 人）  
※部署数：9 

所長：1、技術職員：12、
労働者：22（計 35 人）
※部署数：7 

所長：1、副所長：1、
技術職員：14、労働者：
27（計 43 人）  
※部署数：6 

業 務   ヘーゼルナッツ関連
情報収集  
 ヘーゼルナッツの基
礎的、戦略的研究の
実施  
 遺伝資源の保管・収
集  
 図書業務  
 ヘーゼルナッツに関
する普及・訓練  
 繁殖、生育技術の改
良  
 植物保護サービス  
 ヘーゼルナッツ加工
技術開発  

 図書業務  
 茶生産  に関する普及
・訓練  
 繁殖、生育技術の改良
 植物保護サービス , 
 茶加工技術開発 , 
 年次茶報告書作成  

 ミツバチの飼育、繁
 殖  

 ミツバチ群生産、ビ
ーハイブ生産、ハチ
ミツ生産物加工  

 ミツバチ健康保全  
 養蜂技術の訓練・普
及   

 養蜂計画、プログラ
ム作成  

最近の  
活動  

 ヘーゼルナッツ遺伝
資源プロジェクト  

 品質、生産量向上に
お け る ヘ ー ゼ ル ナ
ッツ栽培技術開発  
 選抜、交配  
 コスト、売買、生産  
統 計 の デ ー タ ベ ー
ス構築  
 ブラック・チェリー

（Prunus laurocerasus L.）
遺伝資源研究  

 有機ヘーゼルナッツ
生産技術開発  

 緑茶加工技術  
 品質、生産量向上にお
ける茶栽培技術開発  
 選抜、交配  
 キ ウ イ の 栽 培 技 術 研
究  
 有 機 茶 の 生 育 技 術 の
開発  
 茶プランテーション、
栽培地の更新  
 茶の微量要素、主要要
素の同定  

 西黒海沿岸地域のミ
ツバチ種の繁殖  

 アンザール自然植物
のビーハイブから採
種される花蜜・花粉
の同定  
 移動車両に設置する
養蜂箱システムの最
適化研究  

 訓練・普及  

所有資  
機材  

事務棟、事務機材、車
両(5)、会議室(1)、実
験室(3 units）、図書室
(1)、ワークショップ
(1)、グリーンハウス
(2)、トラクター(2)、
トラクター機材(5) 
※面積（24 ha.）  

事務棟 , 事務機材、車両
(2)、会議室(1)、実験室
(4)、図書室(1)、グリー
ンハウス(3) 
※面積（5 ha.）  
 

事務棟、事務機材、会
議室、実験室(2 units)、
車両(6)、蜂の巣箱の施
設、ワークショップ  
※面積（8.7ha.）  
  
 

その他   業務計画  
 小規模茶加工工場の  
設置  
 茶博物館の設置  
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３．運営能力 

DOKAP 各県の農業局には総計 400 人以上の技術者を抱えている。また、各県の郡

には District 事務所が配置されており、農民支援・農業技術の普及に当たっている。  

４．予算処置 

プロジェクトに対する予算処置は、本プロジェクトのプロジェクトダイレクターで

もある農業生産開発局長の責任で執行される予定である。農業開発生産局は国内にお

けるプロジェクトの計画や実施を担当しており、他のプロジェクト同様、本プロジェ

クトも中央直轄で実施される。これまで、農業開発生産局は多くのプロジェクトを実

施しており、また援助機関との連携の実施例も多い。  

本プロジェクトでは、農業開発センター施設、プロジェクトスタッフ、運営経費、

モデルエリア運営経費などをトルコ側から提供される計画である。  
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